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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】段ボール箱を持ち上げ移動するために該段ボー
ル箱に形成した切断部や切欠部或いは凹部等よりゴミや
異物が段ボール箱内部へ入り込む心配がなく、また、そ
れらを利用して段ボール箱を持ち上げ移動する場合、段
ボール紙に直接指を掛けることで該段ボール箱を破損す
る可能性の少ないダンボール箱用取っ手を提供する。
【解決手段】合成樹脂製鍔部と袋状部３とよりなる段ボ
ール箱用取っ手において、該鍔部は、段ボール箱の側壁
面に形成された切欠部４の周縁部５と当接する表面当接
部６と、該切欠部の切断端縁面と当接する内側へ折曲さ
せた端縁面当接部８とによる無端帯の断面Ｌ字形状の硬
質部材とし、該袋状部は、該端縁面当接部の先端側に連
続して一体化した密閉空間を形成する可撓性を有する突
出囲繞体としたことを特徴とする段ボール箱用取っ手。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製鍔部と袋状部とよりなる段ボール箱用取っ手において、該鍔部は、段ボール
箱の側壁面に形成された切欠部の周縁部と当接する表面当接部と、該切欠部の切断端縁面
と当接する内側へ折曲させた端縁面当接部とによる無端帯の断面Ｌ字形状の硬質部材とし
、該袋状部は、該端縁面当接部の先端側に連続して一体化した密閉空間を形成する可撓性
を有する突出囲繞体としたことを特徴とする段ボール箱用取っ手。
【請求項２】
　断面Ｌ字形状の硬質部材端部に、切欠部の周縁部裏面側に係止する突起を設けたことを
特徴とする請求項１記載の段ボール箱用取っ手。
【請求項３】
　袋状部は、長手方向に延設した半割繭型形状としたことを特徴とする請求項１又は２記
載の段ボール箱用取っ手。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、収納物を入れた段ボール箱を持ち運びするために、該段ボール箱の側壁面に
形成した切欠部に取り付ける取っ手に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　収納物を入れた段ボール箱を持ち運びする手段としては、該段ボール箱を抱え込むよう
にして持ち上げ移動するか、段ボール箱に形成した切断部又は切欠部或いは凹部等を取っ
手代わりとし、当該箇所に指を掛けて持ち上げ移動するか、段ボール箱に紐状のものを架
け渡してそれを直接利用するか該紐状物に把持手段を取り付けてそれを利用するか等が一
般的である。
【特許文献１】特開平１１－１１４６０号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記段ボール箱に取っ手の役割をなすための切欠部を形成したものは、当該箇所が外部
と内部とを連通する貫通孔となるため、当該箇所よりゴミや異物が内部へ入り込み、それ
らが収納物に付着することになり、該収納物が精密製品や食品等にあっては密閉上或いは
衛生上問題となることが多かった。
【０００４】
　また、該段ボール箱に取っ手用凹部を設ける場合は、プレス機等により押圧加工するた
め、当該部分が内側への凸部となり、収納物を配置するときに該凸部が邪魔になることが
多かった。　
【０００５】
　他方、上記参考文献のように、段ボール箱に一旦切欠部を形成し、当該切欠部の内側に
別途板状体、シール材、ゴム材等の平坦状の部材を貼着被覆して、当該箇所からゴミや異
物が入り込むのを防止するとともに、当該箇所を取っ手として利用する密閉切欠部が知ら
れている。
【０００６】
　しかし、いずれの取っ手も、該段ボール箱を持ち上げ移動する時には、その切断部、切
欠部、凹部或いは密閉切欠部等を形成する段ボール箱の段ボール紙に直接指を掛けて持ち
上げ移動する構造となっているため、当該部分に収納物の重量を含め全荷重が加わること
になり、当該部分より段ボール紙が破損してしまうことが多いという欠点があった。
【０００７】
　また、密閉切欠部にあっては、指を掛ける箇所がほぼ段ボール紙の厚みのみであり、力
を入れるには不十分な凹部であった。　
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案は、上記欠点を解決したもので、段ボール箱に形成した切欠部からゴミや異物が
該段ボール箱内に入り込むことを防止し、該切欠部に取着した取っ手が収納物に邪魔にな
らないように形成でき、加えて、該段ボール箱の取っ手形成のための切欠部を補強するこ
とのできる段ボール箱用取っ手を提供するものである。
【０００９】
　具体的な構成として、合成樹脂製鍔部と袋状部とよりなる段ボール箱用取っ手において
、該鍔部は、段ボール箱の側壁面に形成された切欠部の周縁部と当接する表面当接部と、
該切欠部の切断端縁面と当接する内側へ折曲させた端縁面当接部とによる無端帯の断面Ｌ
字形状の硬質部材とし、該袋状部は、該端縁面当接部の先端側に連続して一体化した密閉
空間を形成する可撓性を有する突出囲繞体とした段ボール箱用取っ手を特徴とする。
【００１０】
　また、上記断面Ｌ字形状の硬質部材端部に、切欠部の周縁部裏面側に係止する突起を設
けた段ボール箱用取っ手を特徴とする。
【００１１】
　更に、上記袋状部は、長手方向に延設した半割繭型形状とした段ボール箱用取っ手を特
徴とする。
【考案の効果】
【００１２】
　本考案の段ボール箱用取っ手は、段ボール箱の側壁面に形成した切欠部となる貫通孔に
嵌着するだけで、持ち運びするための指かけ箇所となり、且つ当該箇所から該段ボール箱
内にゴミや異物が外部から入り込むことを防止することが可能となった。
【００１３】
　また、箱内に押し込まれる側を軟質となる可撓性部材により袋状に形成しているので、
段ボール箱内の収納物が内壁面に近接する位置に配設されていたとしても、該取っ手の嵌
着時に該袋状物の先端側がそれらによって押し潰されることになり、該取っ手を所定位置
に嵌着することが可能である。
【００１４】
　更に、周縁部の硬質な合成樹脂製鍔部により該段ボール箱の切欠部周縁の切断端縁部を
補強することができ、持ち上げ移動時に該切断端縁部にかかる力を該取っ手の硬質部材で
受け持つことができ、該切断端縁部から該段ボール箱が破損することを防ぐことが可能と
なった。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参考に本考案を実施するための最良の形態についてその実施例を説明する
。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、本考案の段ボール箱用取っ手の正面図、図２は、同図１Ａ－Ａ線の断面図であ
る。該段ボール箱用取っ手１は、合成樹脂材料により一体成形されたもので、硬質部材よ
りなる鍔部２と該鍔部２に連続して指の引っ掛け部となる軟質部材よりなる袋状部３とよ
り形成している。
【００１７】
　該段ボール箱用取っ手１は、図３、４に示すように、段ボール箱の側壁面に形成された
切欠部４に嵌着するもので、横長の繭型形状に切欠された切欠部４に対し、その前面側よ
り袋状部３を押し込み、切欠部４の周囲を形成する周縁部５に該鍔部２が当接するように
して嵌着する。
【００１８】
　該鍔部２は、段ボール箱の切欠部周囲の周縁部５となる一定範囲の表面に当接するよう
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に所定幅を形成する平坦状の表面当接部６と該表面当接部６より略直角方向内側へ折曲し
た切欠部４の切り口箇所となる切断端縁部７と当接する端縁面当接部８とより形成されて
いる。
【００１９】
　該鍔部２は、上記したように、硬質とされ且つ無端帯の断面Ｌ字形に形成されているの
で、強度のある形状保持性を有している。従って、該切欠部４に段ボール箱用取っ手１を
嵌着させると、段ボール箱の切欠部４の周縁部５及び切断端縁部７に、該鍔部２の表面当
接部６及び端縁面当接部８とが各々当接することになり、該切欠部４より落下することが
ない状態で嵌着することが可能となる。
【００２０】
　該袋状部３は、上記鍔部２の端縁面当接部８に連続形成された可撓性のある袋状のもの
である。袋の深さは適宜選択できるが、２ｃｍ～５ｃｍが良好である。プラスチックの押
出成形等により鍔部２となる硬質部分と、袋状部３となる軟質部分とを一体成形すること
が可能である。
【００２１】
　上記構成よりなる段ボール箱用取っ手１を、該段ボール箱の側壁面等の持ち運びに便利
な位置となる対面箇所等に形成した切欠部４に嵌着することにより、該切欠部４に密着状
態で嵌め込まれ、該段ボール箱が衝撃を受けても抜け落ちることはない。
【００２２】
　また、該切欠部４による貫通孔は、段ボール箱用取っ手１の袋状部３によって閉塞され
ることになるので、当該箇所よりゴミや異物が箱内へ入り込むことを防止することが可能
となる。
【００２３】
　更に、該段ボール箱用取っ手１を嵌め込む際、図４に示すように、その近接位置に収納
物Ｗが位置していたとしても、箱内に押し込まれる側となる可撓性のある袋状部３が該収
納物Ｗにより押し潰されることになるので、嵌着に支障が生じることはないし、該袋状部
３内に指を挿し込む空間は該収納物Ｗと段ボール箱の内壁面との隙間により確保すること
が可能であり、持ち上げ移動を確実に行うための有効な取っ手の役割を達成することがで
きる。
【実施例２】
【００２４】
　図５は、本考案の段ボール箱用取っ手の他の実施例を示した図２と同一位置での断面図
である。
【００２５】
　該段ボール箱用取っ手１０は、実施例１同様、硬質部材よりなる鍔部１１と該鍔部１１
に連続する軟質部材よりなる袋状部１２とより形成している。
【００２６】
　該鍔部１１は、平坦状の表面当接部１３、該表面当接部１３より略直角方向内側へ折曲
した端縁面当接部１４及び該端縁面当接部１４の端部より該表面当接部１３と略平行な状
態となる直角方向外方へ突出した係止突起１５とより形成されている。該係止突起１５の
他端側は該袋状部１２と連続することになる。
【００２７】
　上記係止突起１５は、膨出状の連続した突出湾曲部として図示しているが、アンダーカ
ット加工により一体成形することが可能であり、その形状については図のものに限定する
ものではない。
【００２８】
　上記構成よりなる段ボール箱用取っ手１０は、上記同様、段ボール箱の切欠部に嵌着す
ることになるが、該係止突起１５は、対向する該端縁面当接部１４を狭めることにより切
欠部の切断端縁部をのりこえて段ボール箱内へ押し込むことができ、取っ手１０を嵌着し
た後は、該段ボール箱の切欠部の周縁部裏面側（内側）に該係止突起１５が係止すること



(5) JP 3142798 U 2008.6.26

10

20

になり、上記実施例１より一層強固に切欠部に取っ手１０を嵌着することが可能となり、
当該箇所より抜け落ちることはない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本考案の段ボール箱用取っ手の平面図。
【図２】同図１のＡ－Ａ線断面図。
【図３】段ボール箱に本考案の段ボール箱用取っ手を嵌着した状態を示す斜視図。
【図４】段ボール箱に本考案の段ボール箱用取っ手を嵌着する状態を示す断面図。
【図５】本考案の段ボール箱用取っ手の他の実施例の断面図。
【符号の説明】
【００３０】
　１、１０　　段ボール箱用取っ手
　２、１１　　鍔部
　３、１２　　袋状部
　４　　　　　切欠部
　５　　　　　周縁部
　６、１３　　表面当接部
　７　　　　　切断端縁部
　８、１４　　端縁面当接部
１５　　　　　係止突起

【図１】 【図２】
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